
 

仙北市中小企業活性化支援事業補助金制度の概要 

 

 仙北市農林商工部 商工課 

 

１．目 的  

 地域資源を活用した活力ある地域社会の形成を図るため、市内中小企業の起業等

に要する経費を支援し、産業の振興及び雇用の創出を図り、もって地域の内発的発

展力を高めることを目的とする。  

 

２．定 義  

 中小企業：中小企業基本法（昭和３８年７月２０日法律第１５４号）第２条に規定するもの

をいう。 

 起業：事業を営んでいない個人や会社が新たに事業を展開する場合を指し、通年の事業計画

が堅実で事業の継続性、収益性が見込まれるものをいう。 

 新分野進出：既に行っている事業を継続しながら、その事業とは全く違う分野に新たに進出

する場合を指し、通年の事業計画が堅実で事業の継続性、収益性が見込まれるものをいう。 

 事業拡張：既に行っている事業に対し新たな設備投資等を行って規模拡大を図る場合を指

し、通年の事業計画が堅実でかつ増収増益が見込まれるものをいう。 

 

３．補助対象者  

 補助金の交付対象者（以下「補助対象者」という。）は、起業、新分野進出又は

事業拡張する者のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。  

（１） 個人においては事業主、会社においては代表者が本市に住所を有し、かつ市
内に本店若しくは主たる事業所又は工場を有し継続的に事業を行うこと。た
だし、日本標準産業分類（平成２５年総務省告示第４０５号）における製造
業及び市長が特に認める場合はその限りではない。  

（２） 個人においては事業主、会社においては会社及びその代表者が、納期の到来
した市税を完納していること。  

（３）  事業の実現が確実であること。  
（４） 許認可等を必要とする業種にあっては、既に当該許認可等を受けていること。 

（５） 事業を営んでいない個人が起業する場合は、商工会、その他の支援機関等が実施する 

創業塾、経営指導等を起業前に受講している者、または、起業後に受講しようとする者 

であること。 

 
４．補助対象事業   
補助金の交付の対象となる事業は、３年以上の継続が見込まれる事業で、次の各

号のいずれにも該当するものとする。  
（１）農林漁業、金融・保険業、風俗営業等要綱で定める業種に該当しないこと。  
（２）事業が関係法令又は公序良俗に反することなく、地域産業の活性化に寄与す

るものであること。  
（３）事業に要する経費が消費税及び地方消費税（以下「消費税」という。）を含

まない額が、５０万円以上のものであること。  

 

 



 

５．補助対象外となるもの   
（１）前年度において仙北市中小企業活性化支援事業補助金を利用した者。ただし、

事業中止等により補助金を返還したものを除く。  
（２）補助対象事業が商工課所管の補助制度以外の市の補助制度等の対象となると

き。  
（３）その他市長が適切でないと判断する事業を実施しようとするとき。 

 

６．補助対象経費  
補助対象経費は次のとおりとする。  

（１）施設整備費（建築、電気設備、内装工事、看板等構築費）  
（２）機器等購入費（機械器具費、備品設備費等）      
（３）その他事業開始に係る経費（広告宣伝費、その他市長が認めるもの）  

 

７．補助金の額等  

（１）消費税を除いた補助対象経費に３分の１を乗じて得た額以内とし、１００万
円を限度とする。  

（２）補助金の交付回数は、起業、新分野進出又は事業拡張及び個人、会社（実態
として同一とみなされる事業者を含む。）の区分に係わらず年度内 1 回限りと
する。  

（３）補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てる。  
（４）他の団体で実施している他の補助制度等と併用する場合は、補助対象経費か

ら当該補助額を減じた額が５０万円以上のときは、その額を補助対象経費とし
て規定に基づき補助金を交付する。  

 
８．申請時期   
 事業の着手前に申請すること。  

 
９．実績報告等   
（１）事業実施後、速やかに実績報告書を提出すること。  
（２）虚偽その他不正な手段により、補助金を受けた者は、補助金の額の全部又は
一部を返還していただきます。  

（３）補助事業完了後、３年未満で事業所を閉鎖した場合には、補助金を全額返還してい
ただきます。 

（４）当該補助事業で得た財産等を償却資産として申告した場合、速やかに償却資産申告書
（償却資産課税台帳）の写しを実績報告書に添付していただきます。 

 

１０．申請時提出書類  

 （１）仙北市中小企業活性化支援事業補助金申請書（様式第１号） 

 （２）収支予算書（様式第２号） 

 （３）納税証明書（個人の場合は事業主、会社にあっては会社及び代表者のもの） 

 （４）住民票の写し（個人の場合は事業主、会社の場合は代表者のもの） 
 （５）許認可等が必要な業種は当該許認可証等の写し 
 （６）その他市長が必要と認める書類 

 
１１．実績報告書添付書類   
（１）仙北市中小企業活性化支援事業補助金実績報告書 (様式第７号) 

 （２）収支決算書（様式第８号） 
 （３）補助対象経費の領収書の写し（工事、購入備品等の領収書） 
 （４）事業に係る写真（着手前、工事中、完成後、購入備品等） 
 （５）法人登記、定款、開業届出書など事業の内容が分かる書類の写し 
 （６）当該補助事業で得た財産等が記載されている償却資産申告書（償却資産課税台帳） 



 

の写し 
 （７）その他市長が必要と認める書類 

 

１２.手続きの流れ 

 着手前→交付申請→確認・審査→交付決定→（概算払い）→事業実施→事業完了→実績報告

書提出→実績確認、補助事業確定→請求書提出→補助金交付（精算払い） 

 

１３．申込み、問合せ先 

 仙北市役所 農林商工部 商工課    
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